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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年４月 20 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」

について、下記のとおり、一部改定することを決議しましたので、お知らせいたします。（なお、

変更部分は下線で示しております。） 

 

記 

 

Ⅰ．取締役Ⅰ．取締役Ⅰ．取締役Ⅰ．取締役およびおよびおよびおよび使用人の職務の執行が法令使用人の職務の執行が法令使用人の職務の執行が法令使用人の職務の執行が法令およびおよびおよびおよび定款に適合することを確保するための体制定款に適合することを確保するための体制定款に適合することを確保するための体制定款に適合することを確保するための体制    

１．当社は、企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするた

め、コンプライアンス・プログラムを制定し、具体的な行動規範として、行動指針および行

動基準を制定し、当社および当社子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）

の全役職員に対し周知徹底を図っている。 

２．コンプライアンス体制の整備および維持を図るために社長直轄のコンプライアンス委員

会を設置し、さらに、専門委員会として情報管理委員会、公正取引管理委員会、貿易委員会

を設置し、専門的な法律問題に対応する体制を確立している。また、コンプライアンス体制

の一層の充実を図るため、コンプライアンス委員会および専門委員会には弁護士を社外委

員として招聘し、法的意見を適宜求める体制となっている。 

３．取締役は、当社グループにおける企業倫理の遵守を率先して行う。 

４．内部監査部門として執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を置き、業務監査規定に

基づき、業務監査および監査報告を行う。 

５．法令違反その他コンプライアンス違反については、通報者の希望により匿名性を保障する

とともに通報者に不利益な取扱いを行わない旨等を規定する内部通報規定に基づき、コン

プライアンス委員会の相談窓口および社外の弁護士を通報窓口とする内部通報システムの

運用により対応する体制となっている。 

 

－１－ 



６．当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し

ては一切の関係を持たず、不当な要求に対してはこれを拒絶する。 

 

 

Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存およびおよびおよびおよび管理に関する体制管理に関する体制管理に関する体制管理に関する体制    

    取締役会規則、文書管理規定等に基づき、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執

行に係る情報を含んだ文書を、適切に保存および管理している。 

 

 

Ⅲ．損失の危険の管理に関するⅢ．損失の危険の管理に関するⅢ．損失の危険の管理に関するⅢ．損失の危険の管理に関する規定規定規定規定その他の体制その他の体制その他の体制その他の体制    

１．当社は、環境保全、保安防災、労働安全および化学品安全に配慮し、危機管理基本規定を

定め、危機対応規定およびＲＣ委員会規定により危機管理体制を構築している。 

２．当社は、主要なリスクとして、災害リスク、生産・製造リスク、情報管理リスク、情報シ

ステムに関するリスクおよび財務に関するリスクを認識する。 

３．災害リスクに対しては、危機管理基本規定および危機対応規定に基づき対策本部を設置

し、迅速な対応を行う。生産・製造リスクに対しては、ＲＣ委員会、生産技術本部および品

質保証委員会がそれぞれ対応する。情報管理リスクに対しては、情報管理委員会が対応し、

情報管理基本規定に基づいて、企業情報と個人情報の適切な取扱いとその監視を行う。情報

システムに関するリスクに対しては、情報システム部が関係所轄部署と共同して対応する。

財務に関するリスクに対しては、経理規定、業務分掌、職務権限規定等に基づいて、内部牽

制、相互チェックを行う。 

    

    

Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制    

１．業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため執行役員制度を導入し、取締役会が決定した

経営戦略および意思決定に基づき、執行役員に委任した業務領域において、取締役会および

取締役の監督の下、迅速な業務執行を行わせる。 

２．取締役の職務の執行は、取締役会規則、業務分掌、職務権限規定、稟議規定等において、

各取締役の権限および執行手続の詳細が規定されており、各取締役はこれらの規定に基づ

き職務を執行する。 

３．取締役会は原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催され、機

動的な運用が図られている。 

４．取締役の職務執行上、重要な事項については、代表取締役への諮問機関として取締役を中

心に構成される経営会議に付議され、代表取締役の意思決定が的確に理解、実行される。 

５．中期経営計画および各年度予算が策定され、当社グループ全体および各社の目標を明確

にするとともに、進捗状況を定期的に確認することにより、取締役の職務執行の効率性を確

保する。 
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Ⅴ．企業集団における業務の適正を確保するための体制Ⅴ．企業集団における業務の適正を確保するための体制Ⅴ．企業集団における業務の適正を確保するための体制Ⅴ．企業集団における業務の適正を確保するための体制    

１．当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社経営管理基本方針を定め、

子会社管理規定および子会社管理基準に従い子会社経営の管理を行う。 

２．当社は、業務監査規定に基づき当社グループ各社に対する監査を行い、当社グループの

業務の適正を確保するための体制を構築する。 

３．当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、財務報告の

信頼性を確保するために必要な体制を構築する。 

４．当社は、当社グループ内の意思疎通を図り、協調、協力を促進するため、必要に応じて

当社グループ各社役員と連絡会議を開催する。 

５．取締役は、当社グループにおいて、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な違反事実を発見した場合には、取締役会、監査役およびコンプライアンス委員会に報告

するものとし、当社グループにおける業務の適正を確保する。 

６．当社は、子会社管理規定に基づき、当社グループ各社から定期的な業務報告を受けるとと

もに、必要時に都度、報告を受ける。また、業務監査規定に基づき、当社グループのリスク

管理の状況について監査を行う。 

 

 

Ⅵ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関すⅥ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関すⅥ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関すⅥ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関す

る事項る事項る事項る事項    

    現時点では、監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、監査役の要請があっ

た場合には、監査役と協議の上、独立性を有する使用人を配置する。当該使用人は他部署

の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。 

 

 

Ⅶ．取締役Ⅶ．取締役Ⅶ．取締役Ⅶ．取締役およびおよびおよびおよび使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体

制制制制およびおよびおよびおよび監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制    

１．当社グループの取締役および使用人は、当社グループにおける重大な法令違反その他コ

ンプライアンスに関する重要な違反事実について監査役に報告する。 

２．当社グループの使用人は、内部通報システムを利用し、コンプライアンス委員会等を通

じて監査役へ報告することができ、監査役は、必要に応じて使用人に対し報告を求めること

ができる。 

３．監査役は、監査役会規則に基づき、必要に応じて、取締役に対し報告を求めることができ

る。 

４．監査役は、取締役の職務執行状況の把握および監視を行うため、取締役会ほか重要な会議

に出席することができ、当社グループ各社に対し定期的に報告を求めることができる。 

５．監査役は、監査の実効性を確保するため、内部監査室および会計監査人と緊密に連携をと

り、監査成果の達成を図る。 
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６．監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行

うことを禁止し、その旨を当社グループの全役職員に周知徹底する。 

７．監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の請求

をしたときは、当該請求にかかる費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め

られる場合を除き、当該費用を負担する。 

 

 

以上 
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